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基本理念 基本目標１

住み慣れた地域で暮らし続けられる住まいづくり

子育て世帯の

安心居住の推進

高齢社会に対応した

居住の安定確保

住宅セーフティネット機能

の充実による居住の安定

施策の体系

1 2 3

1-1 子育て世帯向けの良質

な住宅の供給誘導

1-2 子育ち・子育てしやすい

環境の整備

1-3 子育て世帯の居住支援

2-1 自立した生活を支える

多様な住宅の供給

2-2 民間住宅における高齢

者の円滑入居の促進

2-3 ひとり暮らし高齢者等の

住生活支援

2-4 多様な住まい方の普及

促進

3-1 民間住宅を活用した

住宅の供給

3-2 福祉施策との連携強化

3-3 居住支援協議会の機能

強化

3-4 区営住宅の機能改善

3-5 多文化共生による住まい

づくり

基本目標２

良質で長く住み継がれる住宅ストックの形成

良質な民間住宅

の形成誘導

適切な維持

管理による

住宅の質の持続

住宅市場の

活性化

空き家ストック

の総合対策

1 2 3

1-1 良質な民間

ストックの

供給促進

1-2 既存ストックの

質の向上

2-1 分譲マンションの

適正な維持管理

2-2 分譲マンションの

長寿命化支援

2-3 分譲マンションの

建替え支援

2-4 区営住宅の長寿

命化と維持管理

3-1 既存住宅に関

する情報提供と

市場の活性化

3-2 市場の活性化

による民間住宅

の活用促進

4-1 空き家の利活

用の促進

4-2 空き家の適正

管理の推進

4-3 空き家の情報

提供・相談体制

の充実

4

基本目標3

愛着と誇りが持てる住宅・住環境の創出

安全・安心な住宅・住環境の形成 魅力ある住宅・住環境の形成

1 2

1-1 災害に強い住まいづくりの推進

1-2 安全・安心な住宅市街地の整備

1-3 地域における安全・安心の取組みの推進

2-1 魅力的な住環境の整備・保全

2-2 人と環境にやさしい住宅の普及促進
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58 | 第４章 目標と取組み 

基本目標２ 良質で長く住み継がれる住宅ストック*の形成 

１ 良質な民間住宅の形成誘導  

１－１ 良質な民間ストックの供給促進 

（１）良質な集合住宅の供給誘導 

 「豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例*」に基づき一定規模以

上の集合住宅について、高齢者の居住に配慮した設備の設置や管理人室の

設置などを促進します。 

 

（２）狭小住戸・敷地の発生抑制 

 「狭小住戸集合住宅税*」により、狭小な住戸から構成される共同住宅の建

設を抑制し、住宅ストック*バランスの回復を図ります。 

 敷地の細分化*による狭小戸建ての建設を抑制するため、敷地規制のあり方

について検討します。 

 

１－２ 既存ストックの質の向上 

（１）住宅の耐震改修の促進 

 「豊島区耐震改修促進計画*」に基づき、区内の建築物の耐震改修を指導、

助言、助成などを含め、総合的かつ計画的に促進します。 

（２）住宅のバリアフリー*化の促進 

 既存住宅を高齢者や身体障害者、子ども、妊娠中の方など、居住者にあわ

せた住みやすい構造・設備を備えた住宅への改修を促進するための「住宅

修繕・リフォーム資金助成*」の活用を推進します。 

 高齢者の身体機能低下に対応した住宅改修を促進するため、福祉部局と連携

して「介護保険*による住宅改修」や区の「高齢者自立支援住宅改修助成*」

の活用を推進します。 
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1人 18 37 50

1人（中高齢単身） 25 43 55

2人 29 55 72

3人 39 75 98

4人 50 91 123

■居住水準 

世帯人数 最低居住水準（㎡） 
誘導居住水準（㎡） 

都市居住型 一般型 

住戸専用面積（壁芯） 

1人 25 40 55

2人 30 55 75

3人 40 75 100

4人 50 95 125

■居住面積水準（住生活基本計画（全国計画）平成18年9月） 

世帯人数 最低居住面積水準（㎡） 
誘導居住面積水準（㎡） 

都市居住型 一般型 

※　　　は「居住水準」から変更された部分 

※「居住面積水準」の世帯人数については、3歳未満は0.25人、3～6歳未満は0.5人、6～10歳未満は0.75人として算定する。 

住戸専用面積（壁芯） 

3,000 4,000 【参考　居住水準と居住面積水準】 
　居住水準とは、国民が安定したゆとりある住生活を営むことができるよう、住宅建設五箇年

計画で定められた目標です。平成18年9月に、住宅建設五箇年計画に代わり住生活基本計画＊（全

国計画）が策定され、従前の「居住水準」から「居住面積水準」に変更されました。 

　本書では、住宅・土地統計調査＊の直近の調査時期が平成15年であるため、第八期（平成13～

17年度）の住宅建設五箇年計画で示された、次の水準により集計をしています。 

 

●最低居住水準 

　健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠ですべての世帯が確保すべき水準 

●誘導居住水準 

　平成27年度を目途に全国で3分の2の世帯が、また、平成22年度を目途にすべての都市圏で半

数の世帯が確保できるようにする水準で、次の2区分からなる。 

　都市居住型：都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定したもの 

　一　般　型：都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定したもの 
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 96 | 第６章 計画の実現に向けて 

【基本目標１】 

取組み方針 成果指標 活動指標 

１ 子育て世帯

の安心居住

の推進 

○ファミリー世帯の構成割合 
【住宅課】19.9%（H29年度） 

 
○子育て世代の区内定住率 

【池袋保健所】70.0％（H29年度）  

 

⤴ 

向上 

 

⤴ 

向上 

東京都子育て支援住宅*供給戸数 

          （H29年度 0戸） 
 
子育てファミリー世帯家賃助成*世
帯数     (H29年度 124世帯) 

 

同居・近居支援の検討状況 

２ 高齢社会に

対応した居

住の安定確

保 

○高齢者のための設備がある住
宅の割合 

【住宅・土地統計調査】44.0%（H25年） 

 
○一定のバリアフリー*化を行っ
ている高齢者世帯の割合 

【住宅・土地統計調査】41.5%（H25年） 

 

⤴ 

向上 
 
 
⤴ 

向上 
 

ケア付き住まい*の供給戸数 
（H29年度 171戸） 

 
高齢者等入居支援*件数 

（H29 年度 情報提供 152件・ 
同行サービス 69件） 

 

高齢者自立支援住宅改修助成*件数      

（H29年度 12件） 

    

介護保険*による住宅改修費助成件

数      （H29年度 898 件） 

 
住宅修繕・リフォーム資金助成*件数      

（H29年度 5件） 
 
高齢者世帯等住み替え家賃助成*世
帯数      (H29年度 56世帯) 

３ 住宅セーフ

ティネット

機能の充実

による居住

の安定 

○住宅相談に来庁した区民のう
ち、住宅問題が解消した区民
の割合※ 

【住宅課】9.3%（H29年度） 

※同行サービスの成約、取消しがあった

もの 

 
○最低居住面積水準*未満世帯の
割合 

【住宅・土地統計調査】20.8%（H25年） 

⤴ 

向上 
 
 
 
 
 
⤵ 
解消 
 

セーフティネット住宅*の登録戸数     
(H29年度 0戸) 

 
豊島区居住支援協議会*による入居
支援件数     (H29年度 4件) 
 
高齢者等入居支援事業*協力不動産
店の件数    （H29年度 70店） 
 
福祉と連携した入居支援制度の検
討状況 

 

区営住宅*の定期使用住宅*のあり方

の検討状況 

  

【基本目標２】 

取組み方針 成果指標 活動指標 

１ 良質な民間

住宅の形成

誘導 

○住戸面積 50㎡以上の住宅スト

ック*の割合 

【住宅・土地統計調査】46.0%（H25年） 

 

○敷地面積 65㎡以下の一戸建・

長屋建住宅の割合 

【住宅・土地統計調査】58.7%（H25年） 

⤴ 

向上 
 
 
 
⤵ 
減少 

豊島区中高層集合住宅建築物の建築に 
関する条例*による事前協議件数 
        （H29年度 33 件） 

 

 

狭小住戸・敷地の発生抑制の検討状

況 
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1 

令和 5 年 3 月 27 日開催

住宅対策審議会資料

共同住宅における居住面積水準の向上（ファミリー附置） 

に関する報告 

１．専門部会での主な検討事項

ファミリー附置義務を課した場合の具体的な規制案

２．専門部会委員 

会 長 定行 まり子 日本女子大学家政学部住居学科 教授

副会長 加藤 仁美 川崎新都心まちづくり財団 特別研究員

委 員 篠原 みち子 篠原法律事務所 弁護士

委 員 佐々木 誠 日本工業大学建築学部建築学科 教授

３．ファミリー附置の導入意義

豊島区基本計画（2022-2025）の施策 6-2-1 では、安全・安心に住み続けられ

る住まいづくりを目標にし、その中で目指すべきまちの姿として「子育てファミ

リー世帯の定住が進み、高齢者等の居住の安定が図られ、住み慣れた地域で暮ら

し続けられるまち。」を掲げ、誰一人取り残すことなく、住み続けられるまちづ

くりに向け発信している。 

また、豊島区は、「SDGs 未来都市」及び「自治体 SDGs モデル事業」にダブル

選定された都市であり、SDGｓでは目標の第 11 として「住み続けられるまちづ

くり」を掲げていることから、ファミリー世帯のより一層の定住化が求められて

いる。 

そのような状況のなか、区内の住宅の約８割を占める共同住宅の５０㎡以上

の住宅ストックの割合は、平成２５年の３５．６％から平成３０年には３３．

４％に下がっており、２３区中２１番目と低くなっている。さらに住宅マスター

プランの基本目標においても、良質な民間住宅の形成誘導として「住戸面積５０

㎡以上の住宅ストックの割合」を平成２５年の４６．０％より向上させる、とし

ているが平成３０年には４２．４％と割合が下がっており、住宅ストックバラン

8
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スが未だに改善に至っていない状況である。 

 この状況を打開するため、豊島区は、区内住宅の大部分を占める共同住宅に規

制をかけることにより、住宅ストックバランスの改善を図るとともに、子育て世

帯をはじめ様々な世帯が生活しやすい多様性社会に応じた、ファミリー世帯形

式の住戸を「としまファミリー住戸」を附すことで供給誘導を行い、定住化を図

っていく。 

４．検討経過

部会開催状況

 【令和 3 年度】

〇令和３年１１月 ２日 第１回専門部会開催

〇令和４年 １月１８日 第２回専門部会開催

〇令和４年 ３月２８日 第６３回住宅対策審議会にて中間報告

 【令和 4 年度】

〇令和４年 ６月２８日 第３回専門部会開催

〇令和４年 ７月２２日 第４回専門部会開催

〇令和４年 ９月 ２日 中間報告

〇令和４年１０月２４日 第５回専門部会開催

〇令和４年１２月 ９日 第６回専門部会開催

５．報告事項

（1）ファーマーズマーケットのアンケート結果 

 「資料 1-2 マンション・居住地についてのアンケートのお願い」のとおり。 

（2）業者ヒアリング結果 

「資料 1-3 業者ヒアリング結果まとめ」のとおり。 
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（3）専門部会での決定事項について 

附置面積 ５０㎡ ・４人世帯の最低居住面積と同様。 

対象規模 
３階建て以上かつ３

０戸以上 

・ワンルームマンションを抑制する税と異なり

ファミリー世帯向け住戸を整備させる規制策を

導入する。 

・１５戸以上より３０戸以上のほうが良いと考

えているのは、１７３号線沿い地区の地区計画と

合わせた。１５戸以上でファミリー附置を掛ける

と、この地区と矛盾が生じてしまう。高松地区も

３０戸以上であれば問題は生じない。 

・商業地域以外の平均住戸数は３６戸であるた

め、３０戸以上が相応しいと判断した。 

割 合 ２割 
・緩やかに始めて様子を見ることとする。 

・数式に関しては、社会情勢等の変化に伴い変更

する可能性がある。 
数 式 

１＋（総戸数―２９）

×２／１０ 

※1 未満の端数切り

上げ 

免除措置 
商業地域は除く ほ

か 

・商業地域のほうがファミリー附置を掛けなく

ても、ある程度のファミリー住戸ができている。

一方で、商業地域以外は、５０㎡以上の住戸が少

なく、小さな住戸が多いことが分かった。 

・商業地域までファミリー世帯向け住戸を附置

すると、事業の幅が狭くなり、民業を圧迫してし

まう 

・ワンルームの紛争は、商業地域では起きにくい

名 称 
としまファミリー住

戸 
・専門部会委員の投票により決定した。 

実施方法 要綱化 

６．今後のスケジュール

 令和 5 年度の税制調査会に報告したのち、令和 6 年度中に規制を実施する予

定である。
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２３区集合住宅指導条例 ファミリー附置割合 

 

 

総戸数１００戸の場合のファミリー戸数 

              

ファミリー定義㎡数 

 

 

 

47.5㎡

60㎡

40㎡

40㎡

40㎡

40㎡

40㎡40㎡

40㎡

40㎡

55㎡

55㎡

55㎡

55㎡
50㎡

50㎡

50㎡

50㎡

40㎡

（２３区集合住宅条例　ファミリー定義面積）

　　　　　　　
　豊島区は５０㎡を予定　　　　　

※　複数のファミリー定義面積がある区に関しては、その平均値を記載

40㎡

豊島区

他区の状況について
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地区計画による共同住宅の規制等 （豊島区並びに周辺区） 

 

地区計画制度とは、きめ細かな街並み形成の約束事を地域ごとに定めていく手法です。地区計

画が定まることにより、建築物の建替えの際には地区計画のルールを守ることで、徐々に街づく

りの目標に沿ったまちが実現していきます。なお、地区計画を定める際、関係権利者との同意割

合要件は、概ね３分の２以上とされています。 

 

１．豊島区 1,301ha  地区計画面積割合 1.2% 

 

① 補助１７３号線周辺地区地区計画 

（平成 17年 1月決定） 

     12.3ha 

 

２９㎡未満の住戸が３０戸以上なら不可 

【狭小住戸規制型】 

 

（補助１７３号線沿道を中心とする建替え 

 の増加など、周辺の街並みの変化が予測 

 される時期を捉え、地区計画を決定。そ 

の中で、地元提案により、池袋駅に近い 

ことから、ワンルームマンションの建設 

を制限した。） 

 

 

 

 

 

 

② 高松二丁目桐葉通り地区地区計画 

（平成 20年 12 月決定） 

3.3ha 

 

２９㎡未満の住戸が１３戸以上なら不可 

【狭小住戸規制型】 

 

（静かで暮らしやすい住環境の維持、向上 

 を目標に地区計画を決定。地域での中高 

 層共同住宅の建設反対運動を発端に、狭 

 小住戸の建設を制限した。） 
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２．新宿区 1,822ha  地区計画面積割合 1.3% 

① 内藤町地区地区計画（平成 13年 11 月 26 日決定）4.7ha 

４０㎡未満の住戸は不可【狭小住戸規制型】 

② 市谷柳町地区地区計画（平成 21 年 10月 29 日決定）3.8ha 

３０戸以上で、４０㎡未満の住戸が半数以上なら不可【ファミリー住戸誘導型】 

③ 牛込台西北地区地区計画（平成 30年 3月 23日決定）14.8ha 

４戸以上で、２５㎡未満の住戸を有すれば不可【狭小住戸規制型】 

３０戸以上で、４０㎡未満の住戸が半数以上なら不可【ファミリー住戸誘導型】 

 

３．文京区 1,129ha 該当地区計画なし  地区計画面積割合 0% 

 

４．中野区 1,559ha 該当地区計画なし  地区計画面積割合 0% 

 

５．北区 2,061ha  地区計画面積割合 0.1% 

① 豊島一丁目地区地区計画（平成 20年 6月 9日決定）2.9ha 

１０戸以上で、４０㎡未満の住戸が（総戸数－１０）÷２以上は不可【ファミリー住戸誘導型】 

 

６．板橋区 3,222ha  地区計画面積割合 0.6% 

① 中台二丁目北地区地区計画（平成 22 年 12月 1 日決定）3.1ha 

３５㎡未満の住戸が１５戸以上なら不可【狭小住戸規制型】 

② 板橋駅西口周辺地区地区計画（令和 3年 6月 30 日決定）17.5ha 

１５戸以上で、４０㎡未満の住戸が（総戸数－１０）÷２以上は不可【ファミリー住戸誘導型】 

 

７．練馬区 4,808ha  地区計画面積割合 0.4% 

① 西大泉六丁目地区地区計画（平成 6年 6月 30 日決定）3.6ha 

３９㎡未満の住戸は不可【狭小住戸規制型】 

② 中里地区地区計画（平成 6年 10 月 25 日決定）4.8ha 

３９㎡未満の住戸は不可【狭小住戸規制型】 

③ 大泉学園駅北口東地区地区計画（平成 24 年 3 月 30 日決定）4.1ha 

３０㎡未満の住戸が１０戸以上なら不可【狭小住戸規制型】 

④ 武蔵関公園南地区地区計画（平成 27 年 7 月 21 日決定）4.5ha 

４戸以上は不可【狭小住戸規制型】 
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除
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満
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除
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計
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